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Box over VPNサービス利用規約 【現改比較表】 2025年6月16日現在 

～2025年6月15日 2025年6月16日～ 

(責任の制限) 

第32条 

４ BOVサービスにおいてはSLA（Service Level Agreement）は提供しません。ただし、別紙1 料金表に定め

るプランのうち以下プランの契約のあるBOVサービス契約者は、協力会社1がBOX SERVICE AGREEMENT

（BSA）に定める基準を満たさない事象が発生した場合、当該BSAに定める手順に則り当社に申告すること

で、当該プレミアサポートまたはPlatform Premierの料金の返金を受ける権利を有するものとします。 

 

 

種類 プラン名【略称】 

カテゴリー１ エンタープライズプラスプラン（INT 型）【 Enterprise Plus(INT 型)】 

エンタープライズプラスプラン（VPN 型）【 Enterprise Plus(VPN 型)】 

 

 

オプション プレミアサポート【Premier Services】 

Platform Premier【Platform Premier】 

(責任の制限) 

第32条 

４ BOVサービスにおいてはSLA（Service Level Agreement）は提供しません。ただし、別紙1 料金表に定め

るプランのうち以下プランの契約のあるBOVサービス契約者は、協力会社1がBOX SERVICE AGREEMENT

（BSA）に定める基準を満たさない事象が発生した場合、当該BSAに定める手順に則り当社に申告すること

で、料金の返金を受ける権利を有するものとします。 

 

 

種類 プラン名【略称】 

カテゴリー

１ 

エンタープライズプラスプラン（INT 型）【 Enterprise Plus(INT 型)】 

エンタープライズプラスプラン（VPN 型）【 Enterprise Plus(VPN 型)】 

エンタープライズアドバンスドプラン（INT 型）【Enterprise Advanced(INT 型)】 

エンタープライズアドバンスドプラン（VPN 型）【Enterprise Advanced(VPN 型)】 

オプション プレミアサポート【Premier Services】 

Platform Premier【Platform Premier】 

別紙 1 料金表 

 

通則 

（料金の計算方法等） 

３の２ 当社が別途指定する方法により、BOV サービス契約（カテゴリー１に係るものに限ります。）

を新規に申込みする場合であって、当社がその申込みを承諾したときは、当該プランの利用開始日

を含む月の基本利用料を適用しません。この場合において、当社の判断により利用開始日を含む月

の基本利用料の支払義務が生じるときは、利用開始日を含む月の翌月以降の基本利用料から、利用

開始日を含む月の基本利用料相当額を減額するものとします。 

 

（BOV サービスの種類等） 

１２ 

(4) 

プラン名 

【略称】 

内容及び条件等 

Box AI Standard 

Platform API 

Calls 

【Box AI Standard 

Platform API 

Calls】 

・協力会社 1の Box AI Standard Platform API Calls をカテゴリー1 の

Core プランで利用可能とするもの。 

・Core プランのうち、Enterprise Plus にのみアドオン可能です。 

・Core プランの契約が必要です。 

・10,000 クエリ単位での契約となります。 

・Premier Services のオプション契約が必要です。 

 

 

 

 

 

別紙 1 料金表 

 

通則 

（料金の計算方法等） 

３の２ 当社が別途指定する方法により、BOV サービス契約（カテゴリー１に係るものに限ります。）

を申込みする場合（変更の申込みも含みます）であって、当社がその申込みを承諾したときは、当

該プランの利用開始日を含む月の当該プランの基本利用料を適用しません。この場合において、当

社の判断により利用開始日を含む月の基本利用料の支払義務が生じるときは、利用開始日を含む月

の翌月以降の基本利用料から、利用開始日を含む月の基本利用料相当額を減額するものとします。 

 

（BOV サービスの種類等） 

１２ 

(4) 

プラン名 

【略称】 

内容及び条件等 

 

 

 

 

 

 

 

Box AI Units 

【Box AI 

Units】 

・協力会社 1の Box AI Units において、Box AI API および Box AI for 

Metadata で利用可能な AI Units 数 (ご契約の Core プランに応じて定められた

1 年あたりの最大利用数。翌月に繰り越し不可)の上限を引き上げるもの。 

・Enterprise Plus または Enterprise Advanced にアドオン可能であり、契約
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期間は Core プランに準じます。 

・ご注文は、10,000 Units を 1個とみなし、受付します。 

Box Sign Add-

On Pack 

【Box Sign 

Add-On Pack】 

・協力会社 1の Box Sign において、サードパーティの統合およびカスタム統

合から送信して署名を依頼できるドキュメント数 (ご契約の Core プランに応

じて定められた 1 年あたりの最大送信数)の上限を引き上げるもの。 

・Core プランにアドオン可能であり、契約期間は Core プランに準じます。 

・本プランの料金請求は、署名されたドキュメント単位ではなく、送信された

ドキュメント単位で行います。 

・100 ドキュメント以上、1 ドキュメント単位で注文が可能です。 

・本プランの契約にあたり、Enterprise Plus または Enterprise Advanced 以

外のプランをご契約のお客様においては、Premier Services のオプション契

約が必要です。 

・本プランの契約にあたり、別紙 2 BOV コンサルティングサービスに定める 

Box Consulting Project(B)の契約が必要です。 

・本オプションの利用料は年に 1回請求します。 

Box Doc Gen 

Add-On Pack 

【Box Doc Gen 

Add-On Pack】 

・協力会社 1の Box Doc Gen において、Box Doc Gen API の年間付与数

（2,000 ドキュメント分の生成が可能)の上限を引き上げるもの。 

・Enterprise Advanced にアドオン可能であり、契約期間は Core プランに準

じます。 

・100 ドキュメント以上、1 ドキュメント単位で注文が可能です。 

・本プランの契約にあたり、別紙 2 BOV コンサルティングサービスに定める 

Box Consulting Project(B)の契約が必要です。 

・本オプションの利用料は年に 1回請求します。 

 

 

第１表 料金 

第１ 利用料金 

１－２ 料金額 

 １－２－１ 基本利用料に係る料金額 

 

（６）オプションメニューに係る料金額 

特記の無い限り 1ID ごと 

プラン名 

【略称】 

料金額（月額） 

（略）  

Box AI Standard Platform API Calls 

【Box AI Standard Platform API Calls】 
10,435 円/10,000 クエリー 

（税込：11,478 円/10,000 クエリー） 

 

 

 

（略）  

 

 

 

 

 

 

 

第１表 料金 

第１ 利用料金 

１－２ 料金額 

 １－２－１ 基本利用料に係る料金額 

 

（６）月額課金型オプションメニューに係る料金額 

特記の無い限り 1ID ごと 

プラン名 

【略称】 

料金額（月額） 

（略）  

 

 
 

Box AI Units 

【Box AI Units】 
10,435 円/個 

（税込：11,478 円/個） 

（略）  

 

（７）随時課金型オプションメニューに係る料金額 

特記の無い限り 1ID ごと 

プラン名 

【略称】 

料金額 

 

Box Sign Add-On Pack 

【Box Sign Add-On Pack】 
144 円/ドキュメント 

（税込：158.4 円/ドキュメント） 
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（７）2017 年 12 月 3 日までに課金開始した BOV サービス契約のカテゴリー１に係る料金額 

 

 

Box Doc Gen Add-On Pack 

【Box Doc Gen Add-On Pack】 
18 円/ドキュメント 

（税込：19.8 円/ドキュメント） 

※定期契約期間内に追加で契約した場合も、料金の日割りはありません。 

 

（８）2017 年 12 月 3 日までに課金開始した BOV サービス契約のカテゴリー１に係る料金額 

 

 

別紙 3 SFDC サービス契約 

 

「AppExchange」とは http://www.salesforce.com/jp/appexchange 又はその後継のウェブサイトに

掲示されている、SFDC サービスと相互運用するアプリケーションのオンラインディレクトリをいい

ます。 

 

「本パートナー」とは、エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社をいいます。 

（略） 

 

 

別紙 3 SFDC サービス契約 

 

「AppExchange」とは http://www.salesforce.com/jp/appexchange 又はその後継のウェブサイトに

掲示されている、SFDC サービスと相互運用するアプリケーションのオンラインディレクトリをいい

ます。 

 

「本パートナー」とは、当社をいいます。 

（略） 

 

 

 附則（令和 7年 5 月 30 日 ＣＡＳ２サ 000400013021-01 号） 

（実施期日） 

１ この改正規約は、令和 7 年 6月 16 日より実施します。 

（経過措置）  

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった本サービスの料金その他の債務に

ついては、なお従前のとおりとします。 

３ この改正規定実施前にその事由が生じた本サービスに関する損害賠償の取り扱いについては、な

お従前のとおりとします。 

 

 


